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都市計図有国 五丁 目地 区地区 計 画を次 のよ うに 決定 する。
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福岡市早良区有田五丁目の一部世'位

空 地規模

スポ ー ツ レクリェ ーシ ョ ンゾ ー ン内の建築物の延べ

面積の敷地面 積に 対す る割 合の 最高限 度 は、 10分 の

1 0とす る。

建築物の延

べ 面積 の敷

地 面積 に対

建

筑....、.

区

整「生 活 中心Jと して位 置づ け

2. 8 ha 

当地区は、早良区内の

主句積面

物

等

られ た原地 区 から、 都 市計画道路 「藤 111奇四 箇線、 J (1間

する割合の

に|最 高限 度

備

スポーツレクリェ ー ションゾーン内の建築物の建築

面 積の敷地面積に 対す る割 合の 最高限 度 は、 10分 の

建築物の建

関

す

計-

員 25m)に沿って南へ約 1. 5 kmに位置する、沿道

型の 飲食・物!坂・ スポ ーツ レク リェー ショ ンの 複合施

設 の開発 計画 が予 定さ れてい る地区で ある 。

そこで、周辺の住宅地に配慮した開発計画の誘導を

良 好な 市街地環 境の形 成を 行うこ と を

地区計画の目標

区

域

築 面積の敷る

一

事

項

画図る とと もに 、

目標とす る。

の

5とする 。地 面積 に対
整

する 割 合の

最高限度「藤崎四箇線」に沿って沿道サービス

ゾ ーンを 配置 し、 沿道利便施 設 の立地 誘導 を図 ると と

都市計画道路

体i

「地区計画及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり Jもに、地区内東側にスポ ー ツレクリェーションゾ ー ン

を配置し、周辺居住者等の利便を 図る 。

土 地利周の方針開

発

及

由

当地区は、沿道型の飲食・物販・スポ ー ツレクリェ ー シ ョ ンの複合施設の開発計

画が予定 され てい る地 区で ある。 この ため、開発を計 画 的かつ 適 正に誘 導 し、良 好・

な市街 地形成を行 うこと を 目的として、本家の とおり 決 定す るもの であ る。

理

スポ ー ツレクリェーションゾー ン内のスペ ー スを有

効利用し て歩行者 のた めの コミュ ニ ティ道路 (1隔員 2

m) を配 置 し、施 設利 用者及 び 地区周辺居住者 等の 利

地区施設の

整備方針

び

保

全

の

使の向上を図る。方

針

周辺住 宅 地の良 好な 市街地環 境の保 全を 図る ため、

スポ ー ツレクリェーションゾ ー ン内におい て、建築物

の延べ面積の敷地面積 に対 する割 合の 最高 |湿度 及び建

建築物 等の

整備の方針

早4

築 面積の 敷 地面積に対する割 合 の最高限度を定 める 。
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